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＜注意＞

本資料は、教育職員免許法第6条を適用し免許状取得を目指す方が本学で単位修得をする場
合に、一般的に修得が必要とされる科目（単位）を示したものです。

・教育職員免許法第6条の適用可否は、本学で判断することはできません。必ず免許状申請
先または勤務先の都道府県教育委員会に確認を行ってください。

・免許申請先の都道府県により修得が必要な科目（単位）が異なる場合があります。教育職
員免許法第6条の適用可否と併せ、修得すべき科目（単位）の内訳等の詳細についても確
認・履修相談を行ったうえで出願してください。都道府県教育委員会に確認をせずに本資料
の通りに単位修得をした場合でも、教員免許状の取得を保証するものではありません。
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教育職員免許法第6条別表第8を適用して
教員免許状を取得する
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■別表第8に基づき、本学で必要単位を修得する場合
小学校教諭免許状を基礎免許状として、中学校教諭2種免許状を取得

法定では

①「教科に関する専門的事項に関する科目」より10単位

②「各教科の指導法に関する科目」より2単位

③「生徒指導の理論及び方法」「教育相談（カウンセリン

グに関する基礎的な知識を含む。）の理論及び方法」「進

路指導及びキャリア教育の理論及び方法」の３区分を満た

すように２単位

合計14単位の修得が定められています。
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※『2025年度大学案内・学生募集要項』P140～147より抜粋

希望する免許校種（第1欄）に隣接した校種の免許状（第2欄）を
所持している方が対象となります。
免許状の取得には、定められた勤務経験（第3欄）および単位数
（第4欄）の修得が必要です。
※この法令を利用して取得できるのは2種免許状のみです。



明星大学通信教育課程 2025

■別表第8に基づき、本学で必要単位を修得する場合
小学校教諭免許状を基礎免許状として、中学校教諭2種免許状を取得

●中学校2種（数学）を取得する場合
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①

②

①「●代数学1」「●幾何学1」「●解析学1」
「●確率論」「●コンピュータ概論」
以上の5科目10単位の修得が必須

※上記科目の単位修得で、 「学力に関する証明書」における「教
科に関する専門的事項」の全ての科目区分の確認欄に〇が入ります。

②「数学科教育法1・2・3・4」のうち
1科目2単位を選択

※上記4科目のうちいずれか1科目の単位修得で、 「学力に関する
証明書」における「各教科の指導法」の科目区分の確認欄に〇が入
ります。

③については次ページを参照



明星大学通信教育課程 2025

■別表第8に基づき、本学で必要単位を修得する場合
小学校教諭免許状を基礎免許状として、中学校教諭2種免許状を取得
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不要

不要

●中学校2種（数学）を取得する場合

③

③「生徒指導・進路指導」
「教育相談の基礎と方法」
2科目4単位の修得が必須

※③「生徒指導の理論及び方法」「進路指導及びキャリ
ア教育の理論及び方法」「教育相談（カウンセリングに
関する基礎的な知識を含む。）の理論及び方法」の3区
分について、法定では2単位のところ、本学では2科目4

単位の修得が必要です。

前ページの①②と合わせ、
法定では合計14単位のところ、本学では

8科目16単位の修得が必要です。




